
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

【請求項２】
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大型表示スクリーンを備えた広告装置と、当該広告装置に広告コンテンツを配信する広
告サーバと、移動電話装置の管理をする管理システムとからなる広告システムであって、

前記管理システムは、
移動電話装置の所有者に関する情報が記録されたデータベースと、
前記広告装置が位置するエリアに存在する前記移動電話装置を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された移動電話装置の所有者に関する情報を前記データベース

から取り出して、当該エリア内に存在する移動電話装置の所有者に関する統計的なデータ
を算出する算出手段と、

前記算出手段によって算出されたデータを前記広告サーバに出力する出力手段を有し、
前記広告サーバは、
提供対象とする複数の広告コンテンツを登録するコンテンツ登録手段と、
前記出力手段から出力されたデータをもとに、前記コンテンツ登録手段により登録され

た複数の広告コンテンツから提供すべき広告コンテンツを決定する決定手段と、
前記広告装置に対し、前記決定手段によって決定された広告コンテンツを表示させるた

めのデータを送信する送信手段とを有したことを特徴とする広告システム。

前記データベースに記憶される情報は、所有者の性別、年齢、職業の少なくとも１つの
データを含み、前記算出手段は、これらのデータに基づいて構成比を算出することを特徴



【請求項３】
　

【請求項４】
　

　
　
　

　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年では、ＰＨＳ（ personal handyphone system）のような各基地局が狭い範囲を通信エ
リア（小ゾーン）とするシステムを用いて、エリア内に存在する端末装置の位置を検索す
る位置検索システムが実現されている。ＰＨＳでは、各基地局の通信エリアに存在する端
末装置を検知しており、また基地局と端末装置との通信可能な距離が比較的短いために、
検索対象とする端末装置が存在する通信エリアの基地局の位置をもとにして端末位置の現
在位置を推定することができる。
【０００３】
さらに近年では、１つの基地局による通信範囲が比較的狭いことを利用して、ある地域に
限定した情報を発信することが考えられている。すなわち、特定の基地局から情報を発信
することで、該当する基地局の通信エリア内に存在する端末装置に対してその地域の限定
情報を提供しようというのである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら従来のシステムでは、情報の提供者の要求に応じて情報提供を行なうだけで
あり、その時点で通信エリアにどのような人がいるのか無関係に行われるものであった。
このため宣伝広告の情報を発信したとしても、広告の内容に全く興味をもたない人ばかり
がいた場合には宣伝効果がなく、宣伝広告の効率が非常に悪いものとなっていた。
【０００５】
　本発明は、前記のような問題に鑑みなされたもので、特定の地域にどのような人間がい
るかを調べ、この情報に基づき対象を絞った宣伝広告を行なうことで広告効果を向上させ
ることを可能にした を提供
することを目的とする。
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とする請求項１記載の広告システム。

前記検出手段は、移動電話システムの位置登録機能により移動電話装置を検出すること
を特徴とする請求項１または請求項２記載の広告システム。

大型表示スクリーンを備えた広告装置に表示させる広告コンテンツを配信する広告サー
バに対し、表示させる広告コンテンツを決定するための情報として広告装置が位置するエ
リアに存在する移動電話装置の所有者に関する情報を提供する管理システムであって、

移動電話装置の所有者に関する情報が記録されたデータベースと、
前記広告装置が位置するエリアに存在する前記移動電話装置を検出する検出手段と、
前記検出手段により検出された移動電話装置の所有者に関する情報を前記データベース

から取り出して、当該エリア内に存在する移動電話装置の所有者に関する統計的なデータ
を算出する算出手段と、

前記算出手段により算出されたデータを前記広告サーバに出力する出力手段と、を具備
したことを特徴とする管理システム。

前記データベースに記憶される情報は、所有者の性別、年齢、職業の少なくとも１つの
データを含み、前記算出手段は、これらのデータに基づいて構成比を算出することを特徴
とする請求項４記載の管理システム。

前記検出手段は、移動電話システムの位置登録機能により移動電話装置を検出すること
を特徴とする請求項４または請求項５記載の管理システム。

広告システムおよびこの広告システムに用いられる管理システム

広告システム及びこの広告システムに用いられる管理システム



【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、

【０００７】
　

【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
図１は本発明の実施の形態に係わる広告システムの構成を示すブロック図である。図１に
示すように、本実施形態における広告システムには、基地局管理センター１０、複数の基
地局１２、端末装置１４、広告サーバ２０（情報提供装置）、通信網２２、広告主システ
ム２４、移動式広告装置３０、固定式広告装置３２などが含まれる。
【００１９】
基地局管理センター１０は、複数の基地局１２を統合管理して、基地局１２との間で無線
通信を行なう端末装置１４と通信網２２を介した他の通信機器の間の通信を制御する。本
実施形態の基地局管理センター１０は、例えばＰＨＳ（ personal handyphone system）な
どの小ゾーン制無線通信システムを利用した構成とし、端末の位置登録機能を用いて、各
移動端末がどの基地局の管理エリア（通信エリア）に存在するかを把握することができる
ものとする。また、基地局管理センター１０は、コンピュータシステムで構成されており
、端末位置登録部１０ａ、端末管理部１０ｂの機能をコンピュータ処理で実行する他、会
員データベース１０ｃ、端末管理（位置登録）データベース１０ｄ、エリア情報１０ｅが
状況に応じて保持される。端末位置登録部１０ａは、各基地局１２の通信エリア内に存在
する端末装置１４を端末管理（位置登録）データベース１０ｄに登録する処理を実行する
。端末管理部１０ｂは、端末管理（位置登録）データベース１０ｄに登録された端末装置
１４をもとに、広告サーバ２０が特定の対象に対して広告を発信するために利用されるエ
リア情報を作成する処理を実行する。エリア情報は、特定のエリアに存在する端末装置の
使用者に関する情報であり、例えばある基地局の通信エリア内に存在する人の構成を示す
構成データ、広告の発信要求を行ってきた端末装置１４のユーザに関する情報（ユーザ情
報）などが必要に応じて作成される。
【００２０】
基地局１２は、端末装置１４との間で無線通信を行なうもので、設置位置が基地局管理セ
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大型表示スクリーンを備えた広告装置と、当該広告装置に広告コンテンツを
配信する広告サーバと、移動電話装置の管理をする管理システムとからなる広告システム
であって、前記管理システムは、移動電話装置の所有者に関する情報が記録されたデータ
ベースと、前記広告装置が位置するエリアに存在する前記移動電話装置を検出する検出手
段と、前記検出手段により検出された移動電話装置の所有者に関する情報を前記データベ
ースから取り出して、当該エリア内に存在する移動電話装置の所有者に関する統計的なデ
ータを算出する算出手段と、前記算出手段によって算出されたデータを前記広告サーバに
出力する出力手段を有し、前記広告サーバは、提供対象とする複数の広告コンテンツを登
録するコンテンツ登録手段と、前記出力手段から出力されたデータをもとに、前記コンテ
ンツ登録手段により登録された複数の広告コンテンツから提供すべき広告コンテンツを決
定する決定手段と、前記広告装置に対し、前記決定手段によって決定された広告コンテン
ツを表示させるためのデータを送信する送信手段とを有したことを特徴とする。

本発明に係る管理システムは、大型表示スクリーンを備えた広告装置に表示させる広告
コンテンツを配信する広告サーバに対し、表示させる広告コンテンツを決定するための情
報として広告装置が位置するエリアに存在する移動電話装置の所有者に関する情報を提供
する管理システムであって、移動電話装置の所有者に関する情報が記録されたデータベー
スと、前記広告装置が位置するエリアに存在する前記移動電話装置を検出する検出手段と
、前記検出手段により検出された移動電話装置の所有者に関する情報を前記データベース
から取り出して、当該エリア内に存在する移動電話装置の所有者に関する統計的なデータ
を算出する算出手段と、前記算出手段により算出されたデータを前記広告サーバに出力す
る出力手段とを具備したことを特徴とする。



ンター１０に登録されている。従って、各基地局１２の通信エリア内に存在する端末装置
１４の位置が基地局１２の設置位置をもとに特定することができる。
端末装置１４は、基地局１２との間で無線通信を行なうもので、ＰＨＳ端末によって構成
される。なお、本実施形態では、ＰＨＳ端末としているが、セルラー方式の通信システム
であれば他の移動端末としても良い。各端末装置１４には固有の端末番号が付与されてお
り、この端末番号が基地局管理センター１０によって識別されることで、各基地局１２の
通信エリア内に存在する端末装置１４（ユーザ）が判別される。
【００２１】
広告サーバ２０は、基地局管理センター１０が基地局１２を介して管理している通信範囲
内（エリア）における広告装置（移動式広告装置３０、固定式広告装置３２）における広
告表示、あるいは端末装置１４に対する個別の広告配信を制御するもので、コンテンツ管
理データベース２０ａ、配信広告データ２０ｂ、広告効果管理データベース２０ｃなどを
有している。広告サーバ２０は、広告主から提供される広告コンテンツをコンテンツ管理
データベース２０ａに登録して管理している。なお、広告コンテンツは、広告主が使用し
ている広告主システム２４から通信網２２を介して受信し、コンテンツ管理データベース
２０ａに登録しておくようにすることもできる。
【００２２】
図２は、広告サーバ２０の構成を示すブロック図である。本実施形態における広告サーバ
２０は、例えば記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、このプログラムによって動
作が制御されるコンピュータによって実現される。
【００２３】
ＣＰＵ４０は、装置全体の制御を司るもので、メモリ４２に格納されたプログラム及びデ
ータに基づいて実行することにより各種機能を実現する。本実施形態では、広告サービス
プログラム４２ｂを実行することで、特定の基地局１２の通信エリアに存在している人を
対象とした移動式広告装置３０あるいは固定式広告装置３２による広告発信や、端末装置
１４を広告装置として利用した個別の広告発信を行なうサービスを提供する。
【００２４】
メモリ４２は、ＣＰＵ４０による読み込み専用または読み書き可能なメモリ装置であり、
プログラムやデータが格納される。本実施形態では、広告サーバ２０の基本的な機能を制
御するための制御プログラム４２ａの他、広告サービスプログラム４２ｂが格納される。
広告サービスプログラム４２ｂには、課金処理を実行する課金処理プログラム４２ｃ、個
別広告処理を実行する個別広告処理プログラム４２ｄ、追加広告処理を実行する追加広告
処理プログラム４２ｆ等のプログラムが含まれる。なお、各処理り詳細な動作については
後述する。また、メモリ４２には、配信すべき広告コンテンツデータ、あるいは表示出力
すべき広告を示すデータが配信広告データ４２ｆ（配信広告データ２０ｂ）として記憶さ
れる。
【００２５】
コンテンツ管理データベース４４（コンテンツ管理データベース２０ａ）は、広告主から
提供される広告コンテンツを管理するためのものであり、後述する図４（ａ）に示すよう
に広告コンテンツデータと共に各種データが対応づけて登録される。
広告効果管理データベース４５（広告効果管理データベース２０ｃ）は、広告の発信によ
って得られる広告効果に関するデータが登録されるものであり、後述するが４（ｃ）に示
すような各種のデータが対応づけて登録される。
【００２６】
通信ユニット４８は、ＩＳＤＮや専用線（インターネット）等を経由した通信を行なうた
めのユニットである。
記憶装置４９は、各種プログラム（制御プログラム４２ａ、広告サービスプログラム４２
ｂ等）や各種のデータが記憶される装置である。記憶装置４９において扱われる記録媒体
に記録されたプログラムは、必要に応じてメモリ４２上に読み出され、実行されることで
各種機能を実現する。
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【００２７】
通信網２２は、基地局管理センター１０、広告サーバ２０、広告主システム２４などを相
互に接続するための通信経路であり、ＩＳＤＮなどの公衆回線網やインターネットなどの
各種通信経路を含んでいるものとする。
【００２８】
移動式広告装置３０は、トラックなどに搭載された大型表示スクリーンを有するもので任
意の場所に移動して使用をすることができる。移動式広告装置３０は、広告表示のための
広告コンテンツデータ（広告サーバ２０のコンテンツ管理データベース２０ａに蓄積され
たものと同じ）を蓄積しておき、表示出力の対象とする広告が指示されることで該当する
広告コンテンツを表示出力したり、あるいは広告サーバ２０から提供される広告コンテン
ツデータを無線通信により受信して表示させることができる機能を有する。固定式広告装
置３２は、ビル、野球場、陸上競技場、その他各種の場所に固定的に設けらた大型表示ス
クリーンを有するものである。固定式広告装置３２は、移動式広告装置３０と同様にして
広告コンテンツデータを受信したり、さらには有線によって広告コンテンツデータを受信
して表示出力する機能を有しているものとする。
【００２９】
次に、基地局管理センター１０と広告サーバ２０において管理されるデータの概略につい
て説明する。
図３（ａ）には、基地局管理センター１０によって管理される会員データベース１０ｃの
データ構成の一例を示している。会員データベース１０ｃに登録される情報は端末装置１
４の使用契約を行なう際に契約者から提供されるもので、端末装置１４を識別するための
端末番号と対応付けて、ユーザ名、住所、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、性別、年齢、職業など
の情報が登録される。
【００３０】
図３（ｂ）には、端末管理（位置登録）データベース１０ｄのデータ構成を示している。
端末管理（位置登録）データベース１０ｄは、端末位置登録部１０ａによってデータ登録
が行われるもので、複数の基地局１２に対応する各エリアに存在している端末装置１４が
検出され、その端末装置１４を示す端末番号が登録される。
【００３１】
図４にはコンテンツ管理データベース２０ａのデータ構成の一例を示している。
コンテンツ管理データベース２０ａは、図４（ａ）に示すように、広告主から提供された
広告コンテンツと、広告を発信すべき対象を示す広告対象条件が、その広告主についての
データと共に登録される。また、広告の発信状況を管理するために、広告を配信している
表示時間、表示回数、広告効果値、広告の発信に伴う広告料金などが登録される。なお、
詳細については後述する、
配信広告データ２０ｂは、図４（ｂ）に示すように、広告装置（移動式広告装置３０、固
定式広告装置３２）あるいは端末装置１４において出力させる広告コンテンツを表すもの
で、広告コンテンツデータそのものとしたり、あるいは移動式広告装置３０のように予め
広告コンテンツデータが蓄積されている場合には表示出力すべき広告コンテンツを示すデ
ータとしても良い。また、配信広告データ２０ｂには、特定のエリアに対してのみ広告を
配信することができるように、配信先を示すエリアのエリア情報を付加することができる
。
【００３２】
広告効果管理データベース２０ｃは、図４（ｃ）に示すように、広告の配信によって得ら
れる広告効果に関するデータが登録されるもので、例えば広告を見たことを通知してきた
端末装置１４の端末番号と、通知があった時に表示していた広告コンテンツ、すなわち内
容が確認された広告コンテンツを示すデータが対応付けて登録される。また、ユーザに対
して広告を見たことに対して還元を行なうための割引ポイント、ユーザに関するユーザ情
報などが登録される。詳細については後述する。
【００３３】
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次に、本実施形態における広告システムの動作について説明する。
まず、基地局管理センター１０におけるエリア情報作成処理について、図５に示すフロー
チャートを参照しながら説明する。
【００３４】
端末位置登録部１０ａは、常時、移動電話システムの位置登録機能を用いて各基地局１２
に対応するエリア内に存在する端末装置１４の検出を行っている。端末位置登録部１０ａ
は、各エリアに存在する端末装置１４を示す端末番号を、各エリアごとに端末管理（位置
登録）データベース１０ｄに登録する。図３（ｂ）に示す例では、エリアＡに端末０００
１、端末００５４等の端末装置１４が存在し、エリアＢには端末１０３０等の端末装置１
４が存在していることが登録されている。
【００３５】
端末管理部１０ｂは、定期的にエリア情報作成処理を実行する。この処理では、まず端末
管理（位置登録）データベース１０ｄから１つのエリアに存在する端末情報、例えばエリ
アＡに登録された端末情報を取り出す（ステップＡ１）。端末管理部１０ｂは、会員デー
タベース１０ｃからエリアＡに存在している端末情報に基づき該当する個人データを読み
出す（ステップＡ２）。例えば、端末管理（位置登録）データベース１０ｄに登録された
端末番号が端末０００１であれば、会員データベース１０ｃに登録された端末番号０００
１に対応する各データ（ユーザ名、住所、…）を読み出す。
【００３６】
端末管理部１０ｂは、会員データベース１０ｃから取り出した個人データをもとに各種構
成データを算出する（ステップＡ３）。構成データとは、エリア内に存在している端末装
置１４のユーザにはどのような人がいるかという統計的なデータであって、例えば年齢構
成比、性別構成比、職業構成比などのデータを示す。端末管理部１０ｂは、各エリアごと
に算出した各種構成データをもとに全エリアについてのエリア情報を更新する（ステップ
Ａ４）。なお、統計的なデータとしては、年齢別の人数や平均値、標準偏差等の値を算出
して利用しても良い。
【００３７】
以上の処理を端末管理（位置登録）データベース１０ｄに登録された各エリアについて行
なう（ステップＡ４）。従って、各エリアに現時点でどのような人が存在しているかをエ
リア情報（構成データ）をもとに把握することができる。
【００３８】
次に、広告サーバ２０による広告発信に伴う処理について、図６及び図７に示すフローチ
ャートを参照しながら説明する。図６（ａ）は広告サーバ２０におけるエリア情報出力要
求処理、図６（ｂ）は基地局管理センター１０におけるエリア情報出力処理、図７は広告
サーバ２０における課金処理についてそれぞれ示している。また、図８には、システムを
構成する各部における情報の流れを示している。
広告サーバ２０によって発信される広告は予め広告主により提供されている。広告主は「
広告コンテンツ」と、この広告コンテンツをどのような人に対して配信したいかを示す「
広告対象条件」とを広告サーバ２０に通知している（図８（ａ））。広告サーバ２０は、
広告主からの広告コンテンツと広告対象条件とをコンテンツ管理データベース２０ａに登
録しておく。なお、広告主からの広告サーバ２０への広告コンテンツの提供は、広告主シ
ステム２４から通信網２２を介して提供されても良いし、別の形態によって提供されても
良い。
【００３９】
広告サーバ２０は、固定式広告装置３２において広告を発信するのであれば、固定式広告
装置３２が設置されたエリア、また移動式広告装置３０において広告を出力するのであれ
ば現在の移動式広告装置３０の設置場所を含むエリアについてのエリア情報を基地局管理
センター１０に対して要求する（ステップＢ１）（図８（ｃ））。この要求は定期的に行
われることが望ましい。
【００４０】
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なお、移動式広告装置３０の位置は、移動式広告装置３０に端末装置１４を搭載すること
で基地局管理センター１０による位置検出の機能を利用して検出しても良いし、移動式広
告装置３０によってＧＰＳ（ Global Positioning System）などにより位置検出を行い、
その位置情報を基地局管理センター１０を介した通信回線あるいは無線により広告サーバ
２０に対して直接通知するようにしてもよい（図８（ｂ））。
【００４１】
基地局管理センター１０は、広告サーバ２０から広告装置３０，３２が存在する特定の位
置に対応するエリア情報が要求されると対象エリアを判断し（ステップＣ１，Ｃ２）、そ
のエリアに対応するエリア情報を通信網２２を介して広告サーバ２０に送信する（ステッ
プＣ３）（図８（ｄ））。このエリア情報には、エリア内に存在している端末装置１４の
ユーザにはどのような人がいるかという傾向を示す構成データが含まれている。
【００４２】
広告サーバ２０は、エリア情報を受信すると（ステップＢ２）、構成データをもとにして
表示する広告コンテンツを決定する（ステップＢ３）（図８（ｅ））。例えば、３０代の
男性が多く存在することを示す構成データであった場合、コンテンツ管理データベース２
０ａの広告対象条件を検索し、該当する条件があればそれに対応する広告コンテンツを表
示対象とする広告コンテンツとして決定する。図４（ａ）に示す例では「広告２」が、３
０代の男性を示すエリア情報に該当するので表示対象とする広告コンテンツとなる。なお
、ステップＢ３では、広告コンテンツを１つに決めるのではなく、複数のコンテンツに優
先順位を付けておき、この優先順位に従って広告コンテンツを決定することが望ましい。
【００４３】
広告サーバ２０は、広告コンテンツを配信広告データ２０ｂとして送信し、固定式広告装
置３２あるいは移動式広告装置３０において表示させる（ステップＢ４）（図８（ｆ））
。
【００４４】
ここで、広告サーバ２０における課金処理について、図７に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。課金処理は、前述したエリア情報出力要求処理による広告コンテンツの
配信の処理と共に、課金処理プログラム４２ｃが実行されることにより実現されている。
広告サーバ２０は、エリア情報出力要求処理によって配信された広告コンテンツを判別す
る（ステップＤ１）。広告サーバ２０は、配信された広告コンテンツに対応するコンテン
ツ管理データベース２０ａに登録された表示回数のデータをカウントアップし（ステップ
Ｄ２）、また広告コンテンツの配信によって広告が表示された時間に応じて表示時間を累
積加算する（ステップＤ３）。
【００４５】
広告サーバ２０は、広告コンテンツの配信に伴って更新される表示時間と表示回数のデー
タを基準にして広告料金を算出し、コンテンツ管理データベース２０ａに登録する（ステ
ップＤ４）。なお、図４及び図７中に示す広告効果値は、後述する処理に対応する課金処
理に用いられる（詳細については後述する）。
【００４６】
以上の処理を広告コンテンツが配信されるごとに各広告コンテンツ毎に行なう。広告サー
バ２０は、所定のタイミング、例えば広告主から指定された広告期間の終了時点、所定の
期間毎（月末など）に通信網２２を介して広告主システム２４に送信し、広告主に広告料
金の請求を行なう（図８（ｈ））。
【００４７】
このようにして、基地局管理センター１０は、ある特定のエリアに存在する人に関する有
効な情報を提供することができ、一方、広告サーバ２０は、基地局管理センター１０から
取得される各通信エリアについてのエリア情報（構成データ）をもとに、各エリアに対し
て配信する広告コンテンツを選択して配信することができるので、広告主が要求する広告
対象に対して効率的に広告を行なうことができる。また、エリア情報を各基地局１２の通
信エリアごとに取得して、各通信エリアごとに広告コンテンツを選択できるので、広告サ
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ーバ２０から広告の配信対象とするエリアを配信広告データ２０ｂにおいて指定すること
でエリアごとのきめ細かい広告配信が実現できる。従って、移動式広告装置３０が任意の
場所に移動したとしても移動先の通信エリアに最適な広告が表示されるため、移動式広告
装置３０が表示する広告に合わせて場所を移動するといったことが必ずしも必要ではない
ので効率化を図ることができる。また、実際の広告コンテンツの配信の表示回数、表示時
間に応じて広告料金が決定されるので、広告効果に対する広告費用を最適にすることがで
き、広告主は無駄な広告費用を費やすことがなくなる。
【００４８】
次に、広告を端末装置１４において出力表示させる場合について説明する。　前述した説
明では移動式広告装置３０や固定式広告装置３２などによって不特定多数の人を対象とし
て広告を配信しているが、ここでは個別の端末装置１４において広告を表示させることに
より、さらに広告対象を絞って効果的な広告ができるようにするものである。
【００４９】
ここで使用される端末装置１４は、例えば図９に示すような外観構成をもつ携帯電話によ
って構成されているものとする。すなわち、図９に示すように無線通信用のアンテナ１４
ａのほか、表示画面１４ｂ、ダイヤルキー１４ｃなどが設けられている。また、本実施形
態における端末装置１４では、広告の発信を広告サーバ２０に対して要求するための広告
キー１４ｄと、広告の内容に対して特別な要求をするためのリクエストキー１４ｅが設け
られている。ただし、広告キー１４ｄとリクエストキー１４ｅは、基本的にダイヤルキー
１４ｃに設けられている特定のキーや、複数のキーの組み合わせに割り当てても良い。
【００５０】
図１０には、広告サーバ２０における個別広告処理のフローチャートを示している。また
、図１１にはシステムを構成する各部における情報の流れを示している。
この場合も広告サーバ２０から配信される広告コンテンツは、予め広告主により提供され
ているものとする（図１１（ａ））。まず端末装置１４において広告キー１４ｄが押され
ると、端末装置１４は、広告を受信表示するモードに入ると共に、自分が存在する通信エ
リアの基地局１２を介して基地局管理センター１０に広告要求を送信する（図１１（ｂ）
）。基地局管理センター１０は、広告要求を受信すると、要求があった端末装置１４を示
す端末番号と共に通信網２２を介して広告サーバ２０に広告要求を通知する（図１１（ｃ
））。
【００５１】
広告サーバ２０は、広告要求を受信すると（ステップＥ１）、基地局管理センター１０か
らの端末番号を基に広告要求をしてきた端末装置１４を判別する（ステップＥ２）。広告
サーバ２０は、広告コンテンツ（配信広告データ）を通信網２２、基地局管理センター１
０を介して通信要求のあった端末装置１４宛に配信する（ステップＥ３）（図１１（ｄ）
（ｅ））。
【００５２】
ここで配信される広告コンテンツは、広告サーバ２０に予め配信用に用意されたものであ
っても良いし、基地局管理センター１０から端末番号と共にユーザ情報が得られる場合に
は、ユーザ情報中に含まれる性別、年齢、職業などの情報をもとに、前述した構成データ
と同様にして利用して、コンテンツ管理データベース２０ａの広告対象条件を検索し、配
信対象とする広告コンテンツを選択するようにしても良い。例えば、端末装置１４の利用
者が３０代男性であるという情報を基地局管理センター１０から得られた場合には、この
情報をもとにコンテンツ管理データベース２０ａの広告対象条件を検索し、該当するもの
（図４（ａ）広告２）があれば対応する広告コンテンツを送信対象として選択する。また
、広告サーバ２０が基地局管理センター１０からユーザ情報を取得できない場合には、端
末装置１４のユーザが広告サービスを受けるために予め広告サーバ２０に対してユーザ情
報を登録しておくようにすることで、基地局管理センター１０からユーザ情報が提供され
なくても、各ユーザに応じた広告コンテンツのみを選択して配信することもできる。
【００５３】
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また、広告サーバ２０は、広告コンテンツの配信に伴って、コンテンツ管理データベース
２０ａの表示時間、表示回数も順次更新していくものとする。
【００５４】
こうして端末装置１４では広告キー１４ｄを押すことで、表示画面１４ｂにおいて広告コ
ンテンツが順次表示されることになる。ただし、単に表示画面１４ｂにおいて広告が表示
されるだけでは、ユーザが広告を注視しない可能性がある。そこで、本実施形態のシステ
ムでは、表示画面１４ｂにおいて表示されている広告コンテンツに対して、所定のタイミ
ングで広告キー１４ｄが再度押されることで、端末装置１４にポイントを付与するように
している。このポイントは、例えば通信費用の割り引きに利用したり、インターネットを
介したショッピング（電子商取引：ＥＣ（ Electronic Commerce））に利用できるように
する。これによりユーザが広告を注視して、表示画面１４ｂにおいて表示される広告コン
テンツに対して所定のタイミングで広告キー１４ｄが押されやすくなる。なお、ポイント
の付与は、無制限に行なうのではなく、所定の条件を設けて制限するようにしても良い。
【００５５】
ここで、端末装置１４においてある広告が表示されている時に、さらに広告キー１４ｄが
押された場合、端末装置１４は、広告確認通知を基地局管理センター１０を介して広告サ
ーバ２０に通知する（図１１（ｆ）（ｇ））。広告サーバ２０は、この広告確認通知を受
信すると（ステップＥ４）、その時点で配信している広告コンテンツを判断し（ステップ
Ｅ６）、広告確認通知を発信してきた端末装置１４を示す端末番号と、確認された広告を
示すデータと、割引ポイントとを対応づけて広告効果管理データベース２０ｃに登録して
おく（ステップＥ７）。従って、広告効果管理データベース２０ｃには、確認された広告
を示すデータが順次登録されていくと共に、割引ポイントが更新されていくことになる。
【００５６】
また、広告サーバ２０は、端末装置１４に配信している複数の広告の中から明示的に広告
確認通知をしてきた広告について、ユーザが特に興味を持ったとして広告コンテンツの詳
細情報を、例えば電子メールによって出力したり（ステップＥ８）、表示画面１４ｂに表
示させる広告コンテンツの内容を詳細な内容に変更して固定するなどする。また、広告サ
ーバ２０が基地局管理センター１０から広告確認通知と共に、広告確認通知を行ってきた
端末装置１４のユーザに関する情報、例えばユーザ名、住所などを取得できる場合には、
これらユーザ情報も広告効果管理データベース２０ｃに登録しておく。そして、このユー
ザ情報をもとにして、ダイレクトメール（ＤＭ）を作成して郵送するなど、他の手段によ
って広告コンテンツの詳細情報を送信できるようにしても良い。
【００５７】
また広告サーバ２０は、広告確認通知があった広告コンテンツに対応して、コンテンツ管
理データベース２０ａの広告効果値をカウントアップする（ステップＥ９）（図１１（ｈ
））。
【００５８】
以下、同様にして、順次広告コンテンツを配信し、広告確認通知があった場合には割引ポ
イントを更新しながら、該当する広告コンテンツの詳細情報を送信する処理を行なう。広
告中止の通知があったあった場合（ステップＥ５）、広告サーバ２０は、割引ポイントに
応じてユーザに対して通信料金の割引、ＥＣ（電子賞商取引）に使用できる情報に変換す
るなどの還元を行なう（ステップＥ１０）。
【００５９】
また広告サーバ２０は、課金処理によって（図７）コンテンツ管理データベース２０ａの
表示時間、表示回数、広告効果値をもとにして広告料金を算出し、前述と同様にして所定
のタイミングにおいて広告主に請求する（図１１（ｉ））。
【００６０】
このようにして、端末装置１４において広告キー１４ｄに対する操作など、ユーザに所定
の操作をさせて広告を受信表示させることで、ユーザに対して割引ポイントなどの還元を
行なうようにすることにより、ユーザにより積極的に広告を見られるようにすることがで
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きる。また、広告がユーザによって注視されたことが広告確認通知の受信によって明示的
に判別できるので、その結果（広告効果値）に応じて広告料金を決定し、広告主に広告効
果に対応する適正な料金を請求することができる。また、広告主も広告料金に対して有効
な広告効果が得られるので、広告サーバ２０に対する広告配信の依頼がし易くなる。
【００６１】
次に、広告サーバ２０における追加広告処理について、図１２に示すフローチャートを参
照しながら説明する。
ここでは、広告した商品をユーザに積極的に購買させるように促すためのものである。こ
の情報配信については前述した移動式広告装置３０あるいは固定式広告装置３２による不
特定多数の相手に対する配信の場合、あるいは端末装置１４に対して広告コンテンツを配
信する個別広告配信の何れであってもよい。広告サーバ２０は、複数の広告コンテンツを
周期的に配信するとともに、図１３に示すような、広告によって紹介された品物の購入を
促す情報を挿入しておく。
【００６２】
ある広告コンテンツが広告装置３０，３２に表示されている時に、図１３のメッセージを
見た人が自分の持っている端末装置１４のリクエストキー１４ｅを押した場合、あるいは
端末装置１４の表示画面１４ｂに表示された広告を見ていた人がリクエストキー１４ｅを
押した場合、端末装置１４は、リクエスト要求を基地局管理センター１０を介して広告サ
ーバ２０に通知する。広告サーバ２０は、基地局管理センター１０を介して、リクエスト
要求を行ってきた端末装置１４の端末番号と共にリクエスト通知を受信する（ステップＦ
１）。広告サーバ２０は、リクエスト通知を行った端末装置１４を判別すると共に、その
時点で配信している広告コンテンツを判断する（ステップＦ２，Ｆ３）。
【００６３】
つまり、広告サーバ２０は、配信している広告に対して明示的にリクエスト通知をしてき
た広告については、ユーザが購入を希望している、あるいは特に興味を持ったとして広告
コンテンツの詳細情報を、個別に、例えば電子メールによってそのユーザに出力する（ス
テップＦ４）。また、広告サーバ２０が基地局管理センター１０から広告確認通知と共に
、広告確認通知を行ってきた端末装置１４のユーザに関する情報、例えばユーザ名、住所
などを取得できる場合には、これらユーザ情報も広告効果管理データベース２０ｃに登録
しておく。そして、このユーザ情報をもとにして、ダイレクトメール（ＤＭ）を作成して
郵送するなど、他の手段によって広告コンテンツの詳細情報を送信できるようにしても良
い。詳細情報には、広告コンテンツの詳細だけではなく、購入申し込み用のフォーマット
を含めておくことで、ユーザが容易に商品の購入申し込みができるようにしておく。
【００６４】
また広告サーバ２０は、広告確認通知があった広告コンテンツに対応して、コンテンツ管
理データベース２０ａの広告効果値をカウントアップする（ステップＦ５）。
【００６５】
このようにして、広告を配信するだけではなく、同時に商品の購入を積極的に促すことも
できるので、広告配信を最も有効に活用することができるようになる。
【００６６】
なお、前述した説明では、広告コンテンツとして表示対象とするデータを対象としている
が、音声データであってもよく、表示される広告コンテンツと共に、移動式広告装置３０
、固定式広告装置３２、あるいは端末装置１４において音声を出力させるようにしても勿
論良い。
【００６７】
また、前述した説明では、基地局管理センター１０（通信事業者）と広告サーバ２０（広
告配信事業者）とが独立して存在しているが、両者が一体に構成されていても良い。
【００６８】
また、前述した説明では基地局管理センター１０がＰＨＳなどの小ゾーン制無線通信シス
テムを利用した構成としているが、ＰＨＳ以外の無線通信システムを利用するものであっ
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ても良い。
【００６９】
また、前述した実施形態における各種の処理は、記録媒体に記憶されたプログラムを実行
することで実現することができる。記憶媒体は磁気的、光学的記憶媒体、もしくは半導体
メモリで構成されているもので、記憶装置に固定的に設けたもの、もしくは着脱自在に装
着するものとして提供することができる。また、記憶媒体に記憶されるプログラム、デー
タ等は、通信回線等を介して接続された他の機器から受信して記憶する構成にしても良く
、さらに、通信回線等を介して接続された他の機器側に記憶媒体を備えた記憶装置を設け
、この記憶媒体に記憶されているプログラム、データを通信回線を介して使用する構成に
しても良い。
【００７０】
【発明の効果】
　以上のように、 どのような人間がいるか
の情報に基づき対象を絞った宣伝広告を行なうことで広告効果を向上させることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係わる広告システムの構成を示すブロック図。
【図２】広告サーバ２０の構成を示すブロック図。
【図３】基地局管理センター１０において管理されるデータ（会員データベース１０ｃ、
端末管理（位置登録）データベース１０ｄ）の一例を示す図。
【図４】広告サーバ２０において管理されるデータ（コンテンツ管理データベース２０ａ
、配信広告データ２０ｂ、広告効果管理データベース２０ｃ）の一例を示す図。
【図５】基地局管理センター１０におけるエリア情報作成処理について示すフローチャー
ト。
【図６】広告サーバ２０による広告発信に伴う広告サーバ２０におけるエリア情報出力要
求処理、基地局管理センター１０におけるエリア情報出力処理について示すフローチャー
ト。
【図７】広告サーバ２０における課金処理について示すフローチャート。
【図８】システムを構成する各部における情報の流れを示す図。
【図９】端末装置１４（携帯電話）の外観構成を示す図。
【図１０】広告サーバ２０における個別広告処理のフローチャートを示す図。
【図１１】システムを構成する各部における情報の流れを示す図。
【図１２】広告サーバ２０における追加広告処理について示すフローチャート。
【図１３】広告画面に表示された内容の一例を示す図。
【符号の説明】
１０…基地局管理センター
１０ａ…端末位置登録部
１０ｂ…端末管理部
１０ｃ…会員データベース
１０ｄ…端末管理（位置登録）データベース
１０ｅ…エリア情報
１２…基地局
１４…端末装置
２０…広告サーバ
２０ａ，４４…コンテンツ管理データベース
２０ｂ，４２ｆ…配信広告データ
２０ｃ，４５…広告効果管理データベース
２２…通信網
２４…広告主システム
３０…移動式広告装置
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本発明によれば、広告装置の位置するエリアに



３２…固定式広告装置
４０…ＣＰＵ
４２…メモリ
４２ａ…広告サービスプログラム
４２ｃ…課金処理プログラム
４２ｄ…個別広告処理プログラム
４２ｅ…追加広告処理プログラム
４２ｆ…配信広告データ
４８…通信ユニット
４９…記憶装置 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(13) JP 3925029 B2 2007.6.6



【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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